
令和５年４月１４日 令和５年度肥料価格高騰対策事業に関する説明会資料 

 
大分県における肥料価格高騰対策事業（国事業）の進め方について 

 
１．支援内容 
  化学肥料低減の取組を行うことを要件に、前年度から増加した肥料費について、その７割を支援金

として交付。 
 
２．支援対象 
  ５戸以上の農業者グループ（販売実績のある農家） 
  （秋肥）令和４年６月から令和４年１０月に注文した肥料 
  （春肥）令和４年１１月から令和５年５月に注文した肥料 
 
３．事業の流れ 
 
 
 

 
 
４．事業実施主体 
  大分県肥料コスト低減推進協議会 
 （構成員：大分県、全国農業協同組合連合会大分県本部、大分県農業協同組合中央会、大分県農業協

同組合、べっぷ日出農業協同組合、大分大山町農業協同組合、下郷農業協同組合、大分県

酪農業協同組合、大分県肥料商業組合） 
 
５．取組実施者（農業者グループ） 
  JA や肥料販売店などを想定→取組実施者となる場合は、県協議会あてメール送信 
 
６．事業スケジュール 
 ○R4 秋肥（追加申請分）、R5 春肥の申請を受け付けます。 
  支援額の算出には、価格高騰率１．４（秋肥、春肥ともに）を適用します。 
 ○令和５年５月１日より「事業取組計画書の承認申請書」の受付を開始します。 
 ○申請書の提出期限は、令和５年８月３１日（秋肥、春肥ともに）とします。 
  ただし、この期限は取組実施者が県協議会に申請する期限です。取組実施者が農業者から書類を受 

け付ける期間は個別に設定してください。 
 
７．県協議会の申請窓口 
  大分県肥料コスト低減推進協議会（大分市古国府六丁目４番１号（全農おおいた敷地内）） 
  ※受付、窓口業務を委託（朝日キャリアバンク）しています。 
  <電話番号>  080-6009-7364 または 080-9820-2539 
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